
ご
み
減
量
化
推
進
の
た
め
の
Ｐ

Ｒ
に
使
用
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
下
野
市
ご
み
減

量
化
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
実

施
要
綱
（
環
境
課
で
配
布
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　

下
野
市
環
境
課

　

☎（
40
）５
５
５
９

無
料
「
節
電
診
断
・
省
エ

ネ
診
断
」「
省
エ
ネ
説
明

会
講
師
派
遣
」
の
ご
案
内

　

㈶
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

で
は
、
中
小
企
業
等
の
省
エ
ネ
・

節
電
の
推
進
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

た
め
に
、
無
料
で
「
節
電
診
断
・

省
エ
ネ
診
断
」
や
「
省
エ
ネ
説

明
会
講
師
派
遣
」
の
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
専

用
サ
イ
ト
に
よ
る
情
報
提
供
な

ど
、
運
用
改
善
に
よ
る
対
策
か

ら
、
設
備
導
入
に
よ
る
省
エ
ネ
・

対
策
ま
で
幅
広
く
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
（
環
境
課
配
付
）
ま
た
は
省

エ
ネ
・
節
電
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

「Shindan-net.jp

」

　

 http://w
w
w
.shindan-

net.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
度
下
野
市
ご

み
減
量
化
ポ
ス
タ
ー
コ

ン
テ
ス
ト
開
催

　

市
の
ご
み
減
量
化
を
促
進
す

る
た
め
、
市
民
の
ご
み
処
理
に

対
す
る
関
心
を
高
め
、
一
人
ひ

と
り
の
日
常
生
活
を
見
直
し
、

さ
ら
な
る
ご
み
減
量
化
と
環
境

へ
の
負
担
が
少
な
い
地
域
づ
く

り
を
目
指
し
、
小
中
学
生
の
ポ

ス
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

■
部
門　

小
学
校
低
学
年
（
１

〜
３
年
生
）
の
部
、
小
学
校
高

学
年
（
４
〜
６
年
生
）
の
部
、

中
学
校
の
部

■
題
材　

マ
イ
バ
ッ
ク
運
動

■
提
出
方
法　

各
学
校
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
市

外
に
通
学
し
て
い
る
児
童
・
生

徒
は
、
環
境
課
（
国
分
寺
庁
舎

２
階
）
ま
で
郵
送
ま
た
は
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

■
応
募
締
切　

９
月
10
日
㈬

■
表
彰

各
部
と
も

　

最
優
秀
賞 

1
点

　

優 

秀 

賞 

2
点

　

佳
作 

5
点
以
内

　

参
加
賞 

応
募
者
全
員

■
そ
の
他

　

応
募
作
品
の
著
作
権
は
、
市

の
も
の
と
し
、
入
賞
作
品
は
、

■問い合わせ先　環境課　　☎（40）5559

使用済小型家電の回収を開始します
　これまで燃やせないごみとして処理されていた小型家電には、金や銀などの貴金属、レアメタルなど貴重な資源が
多く含まれています。下野市ではこれらの有用金属を有効に活用するために、「使用済小型電子機器等の再資源化の
促進に関する法律」に基づき、9月1から石橋地区において、また、国分寺・南河内地区においては10月1日から、
指定の公共施設に小型家電回収ボックスを設置し、使用済みとなった小型家電の無料分別回収を開始します。

【回収品目】 家庭で使われなくなった小型家電で、回収ボックスの投入口（15㎝×30㎝）に入るもの
【回収場所】 市役所石橋庁舎（9月1日から）　
 市役所国分寺庁舎・南河内図書館・生涯学習情報センター（10月1日から）
【注意事項】 ・一般家庭から出たものに限ります。事業所から出た小型家電は対象外です。
 ・家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は対象外です。
 ・包装材（袋、箱など）から出して小型家電のみ入れてください。
 ・電池、電球、蛍光灯などは取り外して指定の収集日にお出しください。
 ・個人情報を含むものについては、あらかじめデータを削除してください。

※回収ボックスの詳細や回収対象品目の例など、来月号の広報紙及び各戸チラシで詳しくお知らせします。

Shimotsuke

広報しもつけ　2014.8
16


